
個人情報の保護に関する法律施行条例について 

 改正後（令和５年４月１日施行） 改正前 

個人情報の保護に関する法律施行条例 
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 附則 

春日部市個人情報保護条例 

第１章 総則（第１条―第７条） 

第２章 実施機関等が保有する個人情報の

保護（第８条―第 15 条の２） 

第３章 電子計算組織の処理の制限 

（第 16 条―第 18 条） 

第４章 自己情報の開示等の請求 

（第 19 条―第 33 条） 

第５章 事業者が取り扱う個人情報の保護 

（第 34 条―第 36 条） 

第６章 雑則（第 37 条―第 43 条） 

第７章 罰則（第 44 条―第 49 条） 

附則 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

＜説明＞ 

・個人情報の保護に関する法律の施行に関し、必要な事項を定めることを規定します。 

・法の規定により、条例で定める必要があるとされている事項（第７条の開示請求等の手数料）、 

法の範囲内で、市が独自に定めることが許容されている事項を規定します。 

 

 

（定義） 

第２条 この条例において「実施機関」とは、市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員

会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及

び病院事業管理者をいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保

護に関する法律施行令（平成１５年政令第５０７号。以下「令」という。）において使用

する用語の例による。 

資料６ 



＜説明＞ 

・法では、地方公共団体の機関を個人情報保護制度の実施主体として規定しています。 

・実施機関として消防長を新たに規定しますが、議会は市の機関から除外されます。 

・法及び個人情報の保護に関する法律施行令において使用する用語の例を規定しています。 

改正後の実施機関 改正前の実施機関 

市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委

員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員

会、水道事業管理者及び病院事業管理者 

※議会は除外 

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、

監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、

水道事業管理者、病院事業管理者及び議会 

【国の見解】 

議会が除かれる理由   

・地方公共団体の議会については、国会や裁判所が法による個人情報の取扱いに係る規律の対象

となっていないこととの整合を図るため、基本的に地方公共団体の機関から除外され（法第２

条第 11項第２号）、自律的な対応のもと個人情報の適切な取扱いが図られることが望ましい。

（ガイドライン P10） 

 消防長が該当する理由 

 ・公営企業管理者、消防長については、執行機関の一定の指揮監督を受け、又は管理に服するも

のであるが、事務の執行権や下位組織の指揮監督を有する性格から「地方公共団体の機関」に

該当する。（ガイドライン P10） 

市立医療センターについて 

・個人情報の取得、利用、提供については、医療分野でのデータ利活用の促進のため、第 4章（民

間事業者に関する規律）の規定が適用。 

・開示請求や個人情報ファイル簿などは、第 5章（行政機関等に対する規律）が適用。 

指定管理者について 

 ・現行条例では、指定管理者も実施機関等と規定しているが、改正後は除かれます。 

・個人情報データベース等を事業の用に供している場合 

→ 個人情報取扱事業者に該当（法第 16条第 2項） 

  個人情報の取扱いについては、法第 4章の規定を遵守する必要がある。 

・指定管理者は、公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報の取扱いについて、行政機

関等と同様の安全管理措置を負う。（ガイド P80） 

・一般的には指定管理者が個人情報の保有・管理主体となり、開示請求先になることが想定され

るが、地方公共団体が個人情報の保有・管理主体である場合には、地方公共団体の機関が開示

請求及び審査請求先となることが想定される。（ガイド P80） 

 

 



 

（個人情報取扱事務登録簿） 

第３条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務（以下「個人情報取扱事務」という。）に

ついて、次に掲げる事項を記載した帳簿（以下「個人情報取扱事務登録簿」という。）

を備え付けなければならない。 

(1) 個人情報取扱事務の名称 

(2) 個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称 

(3) 個人情報取扱事務の目的 

(4) 取り扱う個人情報の対象者の範囲及び人数 

(5) 取り扱う個人情報の項目 

(6) 取り扱う個人情報の取得先 

(7) 取り扱う個人情報の利用目的以外の目的のための利用又は提供の有無 

(8) 取り扱う個人情報の保存の形態及び処理の委託の有無 

(9) 個人情報取扱事務で用いる個人情報ファイルの名称 

(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情

報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項

を変更しようとするときも、同様とする。 

３ 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿に登録されている個人情報取扱事務を廃止した

ときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務を個人情報取扱事務登録簿から抹消しなけれ

ばならない。 

４ 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 

＜説明＞ 

・法では、市の実施機関が保有する個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿（対象者 1,000

人以上）を作成し、公表することが義務付けられました。 

・条例で定めるところにより、個人情報ファイル簿に追加して、個人情報の保有の状況に関する事

項を記載した帳簿（個人情報を取り扱う事務単位で作成された帳簿等）を作成し、公表すること

も可能とされています。 

・現行条例では個人情報届出書を作成し、市民の閲覧に供していますが、法施行後は、個人情報フ

ァイル簿に加えて、実施機関が保有する個人情報ファイルについて、その存在及び利用の実施を

できる限り明らかにするため、市が保有する個人情報の概要等を登録した個人情報取扱事務登録

簿を作成し、公表することを規定しています。  

法施行後 改正前 

帳簿名 根拠 作成対象 帳簿名 

個人情報ファイル簿 
法により作成・公表が義務 

（条例への規定はない） 

1,000 人以上 

（適用除外あり） 
作成していない 

個人情報取扱事務登録簿 
任意 

（条例で規定） 

個人情報を取り扱う事務

単位で作成 

個人情報届出書 

（作成・閲覧） 



 

 個人情報ファイルとは 

① 保有個人情報を含む情報の集合物であって、 

② 「一定の事務」の目的を達成するために、 

③ 特定の保有個人情報を検索できるように「体系的に構成したもの」  をいう。 

★電子計算機処理に係る個人情報ファイル 

    例）個人情報を取り扱うデータベース（住民基本台帳ファイルなど）、 

個人情報を管理するエクセルファイルなど 

  ★いわゆるマニュアル（手作業）処理に係る個人情報ファイル 

氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができ 

るよう体系的に構成したもの 

 例）個人情報を綴った紙のファイル（ただし、名前等により検索可能な状態のもの） 

※法第 74条第２項第１号から第 10号に該当する個人情報ファイルは適用除外です 

第 74条 （略） 

２ 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。 

一 国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル 

二 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作

成し、又は取得する個人情報ファイル 

三 当該機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福

利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの（当該機関が行う職員の採用試験に関する個

人情報ファイルを含む。） 

四 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル 

五 前項の規定による通知に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個

人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内

のもの 

六 一年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル 

七 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人

情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記

録するもの 

八 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、

記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの 

九 本人の数が政令で定める数に満たない個人情報ファイル 

十 第三号から前号までに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル 

 

  ※公表の方法 

  ・事務所（例：市政情報室）に備え付けて一般の閲覧に供します 

  ・市ホームページに掲載します 



 

 個人情報取扱事務とは 

 ・継続的に又は反復して個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルその他保有個人情

報を含む情報の集合物を利用し又はこれを作成することとなるものをいう。 

 ・「個人情報取扱事務」には、いわゆる散在情報（検索性の低い）としての個人情報が記録され

た公文書を継続的に使用する事務と、「個人情報ファイル」を使用する事務が含まれる。 

 ※公表の方法 

  ・市政情報室に備え付けて一般の閲覧に供します 

 

（個人情報保護管理者） 

第４条 実施機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、個人情報保護管理者を

定めるものとする。 

 

＜説明＞ 

・個人情報の適正な取扱いを確保するため、個人情報保護管理者を定める規定です。 

・個人情報保護管理者は、法（第 66条第１項の規定等）を踏まえ、行政機関等の保有する個人情

報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない旨が示されています。（「行政

機関等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」ガイド P139） 

 個人情報保護管理者の役割 

  ・各課における保有個人情報の適切な管理を確保する任にあたる 

  ・保有個人情報を情報システムで取り扱う場合、当該情報システムの管理者と連携して、そ 

   の任に当たる。 （ガイド P139） 

  ・課長又は課長相当職にある者を充てる 

 

（開示情報） 

第５条 法第７８条第２項の規定により読み替えて適用する同条第１項の開示すること

とされている情報として条例で定めるものは、春日部市情報公開条例（平成１７年条

例第１６号）第６条第２号エ及びオに掲げる情報（法第７８条第１項各号（第２号を

除く。）に該当するものを除く。）とする。 

＜説明＞ 

・法が定める不開示情報に該当するものであっても、情報公開条例の規定により公開することとさ

れている情報は、情報公開条例との整合性を図るため、不開示情報から除く旨の規定です。（法

第 78条第 2項）（ガイドライン P47） 

改正法 情報公開条例 法施行条例 

不開示情報 公開 開示（不開示情報から除外する） 



 

（開示請求に係る手数料等） 

第６条 法第８９条第２項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料と

する。 

２ 法第８７条第１項の規定による写しの交付（開示される保有個人情報が電磁的記録

に記録されている場合において実施機関が定める開示の実施の方法として複製したも

の又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したもの

の交付。以下この項において同じ。）により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写

しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第２８条第４

項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同

様とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、保有個人情報のうち、特定個人情報（行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法

律第２７号）第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。）に係る写しの交付に要す

る費用については、請求者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規

則で定めるところにより、当該費用の額を減額し、又は免除することができる。 

 

＜説明＞ 

・法では、開示請求をする者は、条例で定めるところにより、実費の範囲内において条例で定める

額の手数料を納めなければならないと規定されています。現行条例では、手数料は無料とし、写

しの交付及び送付に要する費用は、請求者の負担としていますが、改正後においても同様の規定

としています。 

開示請求に係る手数料等 改正後 改正前 

手数料 無料 無料 

写しの交付・送付に要する費用 請求者の負担 請求者の負担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（開示決定等の期限） 

第７条 開示決定等は、開示請求があった日から１４日以内にしなければならない。ただ

し、法第７７条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日

数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があると

きは、同項に規定する期間を３０日以内に限り延長することができる。この場合におい

て、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面に

より通知しなければならない。 

 

  

（開示決定等の期限の特例） 

第８条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から 

４４日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が

生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る

保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人

情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機

関は、前条第１項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面によ

り通知しなければならない。 

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由 

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

 

（訂正決定等の期限） 

第９条 訂正決定等は、訂正請求があった日から１４日以内にしなければならない。ただ

し、法第９１条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日

数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があると

きは、同項に規定する期間を３０日以内に限り延長することができる。この場合におい

て、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面に

より通知しなければならない。 

 

（利用停止決定等の期限） 

第１０条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から１４日以内にしなければなら

ない。ただし、法第９９条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正

に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があると

きは、同項に規定する期間を３０日以内に限り延長することができる。この場合におい

て、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書

面により通知しなければならない。 



＜説明＞ 

・改正法では、開示決定等の期限を条例で短縮することはできるとされているため、現行条例と同

様の期間となるよう規定しています。 

・訂正請求及び利用停止請求に係る決定期限、延長、特例延長についても同様に短縮した期限です。 

・民法第１４０条の規定により、開示請求のあった日は決定期間に算入しません。（初日不算入） 

・延長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときにできます。 

・特例延長は、開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、４４日以内にその全てにつ

いて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、相当

部分について特例延長期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に

開示決定等をすれば足ります。 

期限 改正法 改正後 改正前 

原則 請求があった日から３０日

以内（初日不算入） 

請求があった日から１４日

以内（初日不算入） 

請求が到達した日から起算

して１５日以内（初日算入） 

延長 請求があった日から３０日

以内（原則期間に追加） 

請求があった日から３０日

以内（原則期間に追加） 

３０日以内 

特例延長 請求があった日から６０日

以内（初日不算入） 

請求があった日から４４日

以内（初日不算入） 

４５日以内（初日算入の上、初

日から起算して最長４５日まで

延長可能） 

 

 



 

（審議会への諮問） 

第１１条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な

取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認める

ときは、春日部市情報公開・個人情報保護審議会条例（平成１７年条例第１９号）第１

条に規定する春日部市情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができる。 

(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、

又は廃止しようとする場合 

(2) 法第６６条第１項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合 

(3) 前２号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の

細則を定めようとする場合 

＜説明＞ 

・法では、条例で定めるところにより、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基

づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは審議会に諮問できると規定されているこ

とから、審議会に諮問することができる事項を規定しています。（法第１２９条）（ガイドＰ３８

２） 

・現行条例では、要配慮個人情報の収集（第９条第２項）、本人以外の者からの個人情報の収集（第１

０条第１項第５号）、外部委託に関する措置（第１３条第２項）、目的外利用及び外部提供（第１５条

第２項第５号）、電子計算組織による個人情報の処理（第１６条）、電子計算組織のオンライン結合（第

１７条第２項）については、審議会への諮問が必要な事項として規定されていますが、国の見解では

「類型的に審議会等への諮問を要件とする条例は定めてはならない（ガイド P３８２）」と示されてい

るため、法施行後は諮問することはできません。 

「特に必要な場合」とは 

 ・個人情報保護制度の運用やその在り方について、サイバーセキュリティに関する知見等の専門的 

  知見を有する者の意見も踏まえた審議が必要であると合理的に判断される場合をいう。 

 

（実施状況の公表） 

第１２条 市長は、毎年度実施機関における個人情報保護制度の実施状況を取りまとめ、

公表するものとする。 

＜説明＞ 

・現行条例と同様に、実施状況を公表する旨を規定します。 

 

（委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、実

施機関が定める。 

＜説明＞ 

・法及びこの条例の施行に関し必要な事項は実施機関が定める旨を規定します。 



 



 


